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平成１５年７月２５日 

 

各    位 

 

会 社 名 東 急 建 設 株 式 会 社 

代表者名 取締役社長  落 合 和 雄 

（ｺｰﾄﾞ番号 １８５５ 東証・大証第１部） 

問合せ先 財 務 部 長  濱 名  節 

（ＴＥＬ．０３－５４６６－５０４８） 

 

第三者割当増資（優先株式の発行）に関するお知らせ 

 

当社は、平成１５年７月２５日開催の取締役会において、既に公表しております優先株式の 

発行について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．甲種優先株式発行要領 

（１）種類株式名称 東急建設株式会社 甲種優先株式 (以下「甲種優先株式」という) 

（２）発行新株式数 甲種優先株式 ８０，０００，０００株 

（３）発 行 価 額 １株につき ５００円 

（４）発行価額の総額 ４０，０００，０００，０００円 

（５）資 本 組 入 額 １株につき ２５０円 

（６）資本組入額の総額 ２０，０００，０００，０００円 

（７）申 込 期 日 平成１５年 ８ 月２７日（水） 

（８）払 込 期 日 平成１５年 ８ 月２８日（木） 

（９）配 当 起 算 日 平成１５年 ４ 月 １ 日 

（10）割当先および株式数 

発行する株式を下記のとおり割当てます。 

株式会社東京三菱銀行     ４１,６００,０００株 

株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行  １２,０００,０００株 

三菱信託銀行株式会社      ９,６００,０００株 

中央三井信託銀行株式会社    ８,８００,０００株 

住友信託銀行株式会社      ８,０００,０００株 

 （11）優 先 配 当 金 

普通株式１株あたりの利益配当の１０倍の配当をします。 

（12）残余財産の分配 

当社の残余財産を分配するときは、甲種優先株式を有する株主（以下「甲種優先株主」と

いう）または甲種優先株式の登録質権者（以下「甲種登録質権者」という）に対し、普通株

式を有する株主（以下「普通株主」という）または普通株式の登録質権者（以下「普通登録

質権者」という）および後配株式を有する株主（以下「後配株主」という）または後配株式
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の登録質権者（以下「後配登録質権者」という）ならびに乙種優先株式を有する株主（以下

「乙種優先株主」という）または乙種優先株式の登録質権者（以下「乙種登録質権者」とい

う）に先立ち、甲種優先株式１株につき５００円を限度として支払います。甲種優先株主ま

たは甲種登録質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行いません。 

（13）議 決 権 

甲種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しま

せん。 

（14）消 却 

当社はいつでも甲種優先株式を買入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入れ

価額により消却することができます。 

（15）償 還 請 求 権 

甲種優先株主は、当社の前営業年度の利益処分計算書における「当期未処分利益」が１０

億円を超えている場合、平成１８年、平成２１年および平成２４年の８月１日から８月３１

日までの期間（以下「償還請求可能期間」という）において「当期未処分利益」の５０％か

ら、当社が、当該償還請求がなされた営業年度において、その発行している優先株式の任意

買入れを既に行ったか、行う決定を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、甲

種優先株式の全部または一部の償還請求をすることができます。当社は、償還請求可能期間

満了の日から１か月以内に法令の定めに従い、償還手続きを行うものとします。 

ただし、前記限度額を超えて優先株主からの償還請求があった場合、乙種優先株式に優先

して甲種優先株式を償還するものとし、償還請求可能期間経過後において実施する抽選その

他の方法により決定します。 

また、償還価額は、甲種優先株式１株につき５００円とします。 

（16）新株引受権等 

当社は法令に別段の定めがある場合を除き、甲種優先株式について株式の併合または分割

は行いません。甲種優先株主には、新株の引受権または新株予約権付社債の引受権を与えま

せん。 

（17）優 先 順 位 

発行する各種の優先株式の優先配当金の支払順位は、同順位とします。 

（18）分割に際して発行する株式の割当 

甲種優先株主は、平成１５年６月２５日開催の定時株主総会決議に係る会社分割により、

ＴＣホールディングズ株式会社が分割に際して発行する新株の割当は受けられないものと

します。  
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２．乙種優先株式発行要領 

（１）種類株式名称 東急建設株式会社 乙種優先株式 (以下「乙種優先株式」という) 

（２）発行新株式数 乙種優先株式 ８０，０００，０００株 

（３）発 行 価 額 １株につき ５００円 

（４）発行価額の総額 ４０，０００，０００，０００円 

（５）資 本 組 入 額 １株につき ２５０円 

（６）資本組入額の総額 ２０，０００，０００，０００円 

（７）申 込 期 日 平成１５年 ８ 月２７日（水） 

（８）払 込 期 日 平成１５年 ８ 月２８日（木） 

（９）配 当 起 算 日 平成１５年 ４ 月 １ 日 

（10）割当先および株式数 

東京急行電鉄株式会社に全株式を割当てます。 

（11）優 先 配 当 金 

普通株式１株あたりの利益配当の１０倍の配当をします。 

（12）残余財産の分配 

当社の残余財産を分配するときは、乙種優先株主または乙種登録質権者に対し、普通株主

または普通登録質権者および後配株主または後配登録質権者に先立ち、乙種優先株式１株に

つき５００円を限度として支払います。乙種優先株主または乙種登録質権者に対しては、上

記のほか、残余財産の分配は行いません。 

（13）議 決 権 

乙種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しま

せん。 

（14）消 却 

当社は甲種優先株式が全て消却された後は、いつでも乙種優先株式を買入れ、これを株主

に配当すべき利益をもって当該買入れ価額により消却することができます。 

（15）償 還 請 求 権 

乙種優先株主は、当社の前営業年度の利益処分計算書における「当期未処分利益」が１０

億円を超えている場合、平成１８年、平成２１年および平成２４年の８月１日から８月３１

日までの期間（以下「償還請求可能期間」という）において「当期未処分利益」の５０％か

ら、当社が、当該償還請求がなされた営業年度において、その発行している優先株式の任意

買入れを既に行ったか、行う決定を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、乙

種優先株式の全部または一部の償還請求をすることができます。当社は、償還請求可能期間

満了の日から１か月以内に法令の定めに従い、償還手続きを行うものとします。 

ただし、前記限度額を超えて優先株主からの償還請求があった場合、乙種優先株式に優先

して甲種優先株式を償還するものとし、償還請求可能期間経過後において実施する抽選その

他の方法により決定します。 

また、償還価額は、乙種優先株式１株につき５００円とします。 

 

 



4 

（16）新株引受権等 

当社は法令に別段の定めがある場合を除き、乙種優先株式について株式の併合または分割

は行いません。乙種優先株主には、新株の引受権または新株予約権付社債の引受権を与えま

せん。 

（17）優 先 順 位 

発行する各種の優先株式の優先配当金の支払順位は、同順位とします。 

（18）分割に際して発行する株式の割当 

乙種優先株主は、平成１５年６月２５日開催の定時株主総会決議に係る会社分割により、

ＴＣホールディングズ株式会社が分割に際して発行する新株の割当は受けられないものと

します。 

 

 

３．今回の増資による発行済株式総数の推移 

   ・現在の発行済株式総数 １，２８５，０００，０００株 

     （普通株式 ７８５，０００，０００株） 

     （後配株式 ５００，０００，０００株） 

   ・増資による増加株式数 １６０，０００，０００株 

     （甲種優先株式 ８０，０００，０００株） 

     （乙種優先株式 ８０，０００，０００株） 

   ・増資後発行済株式総数 １，４４５，０００，０００株 

     （普通株式 ７８５，０００，０００株） 

     （後配株式 ５００，０００，０００株） 

     （甲種優先株式 ８０，０００，０００株） 

     （乙種優先株式 ８０，０００，０００株） 

 

 

４．増資の理由及び資金の使途等 

（１）増資の理由 

自己資本の充実および財務基盤の強化を図るものです。 

 （２）増資調達資金の使途 

     借入金返済の一部に充当する予定です。 
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５．割当先の概要 

 

名      称 株式会社東京三菱銀行 

割 当 株 式 数 甲種優先株式 ４１,６００,０００株 

払 込 金 額 ２０,８００,０００,０００円 

住      所 東京都千代田区丸の内二丁目７番 1号 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 取締役頭取  三 木  繁 光 

資 本 の 額 ８７１,９７３百万円 （平成１５年３月３１日現在） 

発 行 済 株 式 総 数 
（平成 15 年 3 月 31 日現在） 

普通株式        ５,０１９,４６９,５４６株 

優先株式           ８１,４００,０００株 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 
（平成 15 年 3 月 31 日現在） 

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（１００％） 

主 な 事 業 の 内 容 銀行業 

当 社 と の 関 係 資 本 的 関 係 （平成 15 年 3月 31 日現在） 

 当社が保有している割当先の株式の数          －株（  －％） 

 割当先が保有している当社の株式の数 19,468,575 株（1.52％） 

人 的 関 係 

 なし 

取 引 関 係 

預金・借入等 

 

 

名      称 株式会社みずほコーポレート銀行 

割 当 株 式 数 甲種優先株式 １２,０００,０００株 

払 込 金 額 ６,０００,０００,０００円  

住      所 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 取締役頭取  齋 藤  宏 

資 本 の 額 １,０７０,９６５百万円 （平成１５年３月３１日現在） 

発 行 済 株 式 総 数 
（平成 15 年 3 月 31 日現在） 

普通株式        ６,８３１,１２４,６１２株 

第二回第四種優先株式    ６４,５００,０００株 

第三回第三種優先株式    ５３,７５０,０００株 

第四回第三種優先株式    ５３,７５０,０００株 

第五回第五種優先株式    １８,８１０,０００株 

第六回第六種優先株式    ５７,０００,０００株 

第七回第七種優先株式    ５７,０００,０００株 

第八回第八種優先株式    ８５,５００,０００株 

第九回第九種優先株式   １２１,８００,０００株 

第十回第十種優先株式   １２１,８００,０００株 

第十一回第十三種優先株式 ７２１,９３０,０００株 

 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 
（平成 15 年 3 月 31 日現在） 

第十一回第十三種優先株式 株式会社みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ（100％） 

上記以外株式       株式会社みずほﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ  （100％） 

主 な 事 業 の 内 容 銀行業 

当 社 と の 関 係 資 本 的 関 係 （平成 15 年 3月 31 日現在） 

 当社が保有している割当先の株式の数         －株（  －％） 

 割当先が保有している当社の株式の数 6,065,487 株（0.47％） 

人 的 関 係 

 なし 

取 引 関 係 

預金・借入等 
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名      称 三菱信託銀行株式会社 

割 当 株 式 数 甲種優先株式 ９,６００,０００株 

払 込 金 額 ４,８００,０００,０００円 

住      所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 取締役社長  内 海  暎 郎 

資 本 の 額 ３２４,２７９百万円 （平成１５年３月３１日現在） 

発 行 済 株 式 総 数 
（平成 15 年 3 月 31 日現在） 

普通株式        １,６５５,６０９,１０９株 

第一回第一種優先株式    １００,０００,０００株 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 
（平成 15 年 3 月 31 日現在） 

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（１００％） 

主 な 事 業 の 内 容 銀行業、信託業 

当 社 と の 関 係 資 本 的 関 係 （平成 15 年 3月 31 日現在） 

 当社が保有している割当先の株式の数     －株（  －％） 

 割当先が保有している当社の株式の数 7,932,535 株（0.62％） 

人 的 関 係 

 なし 

取 引 関 係 

預金・借入等 

 

 

名      称 中央三井信託銀行株式会社 

割 当 株 式 数 甲種優先株式 ８,８００,０００株 

払 込 金 額 ４,４００,０００,０００円 

住      所 東京都港区芝三丁目３３番１号 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 取締役社長  田 辺  和 夫 

資 本 の 額 ３４９,８９４百万円 （平成１５年３月３１日現在） 

発 行 済 株 式 総 数 
（平成 15 年 3 月 31 日現在） 

普通株式          １,２２４,３６５,６０６株 

第一回甲種優先株式      ２０,０００,０００株 

第二回甲種優先株式      ９３,７５０,０００株 

第三回甲種優先株式     １５６,４０６,２５０株 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 
（平成 15 年 3 月 31 日現在） 

三井トラスト・ホールディングス株式会社（100％） 

主 な 事 業 の 内 容  銀行業、信託業 

当 社 と の 関 係 資 本 的 関 係 （平成 15 年 3月 31 日現在） 

 当社が保有している割当先の株式の数      －株（  －％） 

 割当先が保有している当社の株式の数 8,206,500 株（0.64％） 

人 的 関 係 

 なし 

取 引 関 係 

預金・借入等 
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名      称 住友信託銀行株式会社 

割 当 株 式 数 甲種優先株式 ８,０００,０００株 

払 込 金 額 ４,０００,０００,０００円 

住      所 大阪市中央区北浜四丁目５番３３号 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 取締役社長  高 橋  温 

資 本 の 額 ２８７,０１５百万円 （平成１５年３月３１日現在） 

発 行 済 株 式 総 数 
（平成 15 年 3 月 31 日現在） 

普通株式        １,４６４,０９７,７６４株 

第一回優先株式      １２５,０００,０００株 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 
（平成 15 年 3 月 31 日現在） 

普通株式 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社(信託口)   96,211 千株（6.57％） 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口)  92,238 千株（6.29％） 

住友生命保険相互会社           33,388 千株（2.28％） 

第一回優先株式 

株式会社整理回収機構          125,000 千株（100％） 

 

主 な 事 業 の 内 容 銀行業、信託業 

当 社 と の 関 係 資 本 的 関 係 （平成 15 年 3 月 31 日現在） 

 当社が保有している割当先の株式の数      －株（  －％） 

 割当先が保有している当社の株式の数 6,966,000 株（0.54％） 

人 的 関 係 

 なし 

取 引 関 係 

預金・借入等 

 

 

名      称 東京急行電鉄株式会社 

割 当 株 式 数 乙種優先株式 ８０,０００,０００株 

払 込 金 額 ４０,０００,０００,０００円 

住      所 東京都渋谷区南平台町５番６号 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 取締役社長  上 條    清 文 

資 本 の 額 １０８，８１９百万円 （平成１５年３月３１日現在） 

発 行 済 株 式 総 数 １，１４０，９７０,７７１株 （平成１５年３月３１日現在） 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 
（平成１５年３月３１日現在） 

第一生命保険相互会社    ８２，５４５千株（７．２３％） 

日本生命保険相互会社    ７８，５５９千株（６．８９％） 

株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 ４０，８５３千株（３．５８％） 

主 な 事 業 の 内 容 鉄軌道事業、不動産事業他 

当 社 と の 関 係 資 本 的 関 係 （平成 15 年 3 月 31 日現在） 

 当社が保有している割当先の株式の数       332,330 株（ 0.03％）

 割当先が保有している当社の株式の数 1,006,448,300 株（78.32％）

人 的 関 係 

 割当先の取締役３名が当社の取締役を、割当先の常勤監査役１名および

割当先の従業員２名が当社の監査役を兼務しております。 

取 引 関 係 

割当先より建設工事を受注しております。 
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６．増 資 日 程  

平成１５年７月２５日（金） 新株式発行取締役会決議 

 上場証券取引所での開示 

 臨 時 報 告 書 提 出 

平成１５年７月２６日（土） 新 株 式 発 行 決 議 公 告 

平成１５年８月２７日（水） 申 込 期 日 

平成１５年８月２８日（木） 払 込 期 日 

平成１５年８月２９日（金） 資 本 金 増 加 日 

 

 

（ご 参 考） 

・ 現行資本金         ３６,８３３百万円 

発行済株式数      １,２８５,０００千株 

      （内、後配株式  ５００,０００千株） 

 

・ 増資後資本金         ７６,８３３百万円 

    発行済株式数      １,４４５,０００千株 

            （内、後配株式  ５００,０００千株 

                  甲種優先株式 ８０,０００千株 

         乙種優先株式 ８０,０００千株） 

 

以   上 

 


